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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５４条 重大事故等対処設備】

１．基準適合性の確認範囲
①重大事故等対処設備（第５４条第１項関係）
ａ．既工事計画においては，重大事故等対処設備の環境条件及び荷重条件については，想定される重大事故等が発生した場合における

使用条件（温度，放射線，荷重，有効吸込水頭他）において，その機能が有効に発揮できるよう，設置（使用），保管場所に応じ
た耐環境性を有する設計とするとともに，敷地に遡上する津波も考慮した設計とすることとしており，今回の改造範囲については，
補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】，補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要につ
いて】に記載している。
なお，今回の改造範囲は原子炉建屋内であるため，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮した位置的分散は対象外とする。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（4～11,16～22,25～27,32,33,38～42,51～53頁参照）
「Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」（1～12頁参照）
「Ⅴ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」（1～11頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，環境条件及び荷重条件に影響のないことを確認する。

ｂ．既工事計画においては，操作性について，想定される重大事故等が発生した場合においても，重大事故等対処設備を確実に操作で
きるようにするため，重大事故時の環境条件に対し，操作場所での操作が可能な設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（38～42,51～53頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，操作性に影響のないことを確認する。

ｃ．既工事計画においては，試験及び検査について，重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中
又は停止中に必要な保守点検（試験及び検査を含む。）を実施できるようにする設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（26,27,38～42,51～53頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，必要な保守点検（試験及び検査を含む。）の設計方針に影響のないことを確認する。

ｄ．既工事計画においては，本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する系
統から速やかに切替操作が可能なようにするため，系統に必要な弁等を設ける設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（28,38～42,51～53頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，切替の容易性に影響のないことを確認する。
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①重大事故等対処設備（第５４条第１項関係）
ｅ．既工事計画においては，発電用原子炉施設（東海発電所を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備も含む。）に対して悪影響を及ぼさない設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（14,15,23,24,38～42,51～53頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，他の設備に悪影響を及ぼさないことを確認する。

ｆ．既工事計画においては，重大事故等対処設備の設置場所について，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復
旧作業に支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定した上で設
置場所から操作可能，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能，又は必要な遮蔽機能を持つ
中央制御室から操作可能な設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（25,32,33,38～42,51～53頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，放射線の影響を受けない場所から遠隔で操作可能な設計方針に影響のないことを確認する。

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５４条 重大事故等対処設備】

補
1
-
添
1
8
-
2



②常設重大事故等対処設備(第５４条第２項関係)
ａ．既工事計画においては，容量について，常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及び

その事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすため，系統の目的に応じて必要となる容量を有する設計とする
こととしており，今回の改造範囲については，補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】，補足-5【原子炉格納容器
電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要について】に記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（8～10,38～42,51～53頁参照）
「Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」（1～12頁参照）
「Ⅴ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」（1～11頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，容量及び有効吸込水頭に影響のないことを確認する。

ｂ．既工事計画においては，常設重大事故等対処設備の各機器は，共用しない設計方針と記載している。なお，今回の変更認可申請
対象である残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電線貫通部は，東海発電所と共有しない。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（15,38～42,51～53頁参照）

ｃ．既工事計画においては，設計基準事故対処設備との多様性について，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備並びに使
用済燃料プールの冷却設備及び注水設備(以下「設計基準事故対処設備等」という。)の安全機能と，環境条件，地震，津波(敷地
に遡上する津波を含む。)その他の自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポート系の故障による共通要因によって同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないようにするため，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的分散
を図ることを考慮して適切な指置を講じた設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
（3,7,12,13,38～42,51～53,59～76,121～131頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，設計基準事故対処設備等との多様性，独立性及び位置的分散を図る設計方針に影響のないことを確
認する。

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５４条 重大事故等対処設備】

補
1
-
添
1
8
-
3



確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び配管口径等に変更がなく，
残留熱除去系ポンプや残留熱除去系熱交換器等の配置に変更のないことを確認した。
【①ａ】

補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレー
ション貫通部改造工事の概要について】

・原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，電気配線貫通部の配置に変更のないことを確認し
た。【①ａ】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第５４条第１項関係）

【残留熱除去系配管】
・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び配管口径等に変更がなく，
環境条件及び荷重条件に変更はなく，想定される重大事故等が発生した場合における使用条件
（温度，放射線，荷重，有効吸込水頭他）において，その機能が有効に発揮できる設計に影響の
ないことを確認した。【①ａ】

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成に変更がなく，操作性に影響の
ないことを確認した。【①ｂ】

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び配管口径等に変更がなく，
必要な保守点検（試験及び検査を含む。）に影響のないことを確認した。【①ｃ】

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成に変更がなく，切替の容易性
に影響のないことを確認した。【①ｄ】

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び機器の配置に変更がなく，
他の設備に悪影響を及ぼさないことを確認した。【①ｅ】

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び機器の配置に変更がなく，
放射線の影響を受けない場所から遠隔で操作可能な設計方針に影響のないことを確認した。
【①ｆ】

２．確認結果

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５４条 重大事故等対処設備】
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確認図書名 確認結果

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第５４条第１項関係）

【原子炉格納容器電気配線貫通部】
・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変
更がなく，環境条件及び荷重条件に影響のないことを確認した。【①ａ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変
更がなく，操作性に影響のないことを確認した。【①ｂ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変
更がなく，必要な保守点検（試験及び検査を含む。）に影響のないことを確認した。【①ｃ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変
更がなく，切替の容易性に影響のないことを確認した。【①ｄ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変
更がなく，他の設備に悪影響を及ぼさないことを確認した。【①ｅ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変
更がなく，放射線の影響を受けない場所から遠隔で操作可能な設計方針に影響のないことを確認
した。【①ｆ】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第５４条第２項関係）

【残留熱除去系配管】
・今回の残留熱除去系配管の改造により，重大事故対処設備の容量に影響のないことを確認した。
【②ａ】

・今回の残留熱除去系配管の改造は，共用設備に該当しないことを確認した。【②ｂ】
・今回の残留熱除去系配管の改造により，設計基準事故対処設備との多様性，独立性及び位置的分
散を図る設計方針に影響のないことを確認した。【②ｃ】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５４条 重大事故等対処設備】
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確認図書名 確認結果

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第５４条第２項関係）

【原子炉格納容器電気配線貫通部】
・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，重大事故対処設備の容量に影響のないこと
を確認した。【②ａ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造は，共用設備に該当しないことを確認した。
【②ｂ】

・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，設計基準事故対処設備との多様性，独立性
及び位置的分散を図る設計方針に影響のないことを確認した。【②ｃ】

Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子
炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関す
る説明書
（第５４条第１，２項関係）

【残留熱除去系配管】
・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び配管口径等に変更がなく，
有効吸込水頭に影響のないことを確認した。【①ａ】【②ａ】

Ⅴ-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備
のポンプの有効吸込水頭に関する説明書
（第５４条第１，２項関係）

【残留熱除去系配管】
・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び配管口径等に変更がなく，
有効吸込水頭に影響のないことを確認した。【①ａ】【②ａ】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５４条 重大事故等対処設備】
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３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び配管口径等に変更がなく，想定される環境条件，荷重条件に
おける使用条件（温度，放射線，荷重，有効吸込水頭他）において，その機能が有効に発揮できる操作性，必要な保守点検（試験
及び検査を含む。），切替の容易性，他の設備に悪影響及ぼさないこと，放射線の影響を受けない場所から遠隔で操作可能な設計
方針（第５４条第１項関係）に影響のないことを確認した。

・今回の残留熱除去系配管の改造により，容量，共用設備，設計基準事故対処設備との多様性，独立性及び位置的分散を図る設計方
針（第５４条第２項関係）に影響のないことを確認した。

・今回の残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成に変更はなく，重大事故等対処設備を施設するための設計方針に
変更がないことから，技術基準の適合性に影響を与えない。

・既工事計画から設計を変更するものではないが，重大事故等対処設備の施設に係る設計に影響がないこと（適合していること）を
確認する必要があるため，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造は，配置及び材質に変更はなく，スリーブの短尺化であるため，重大事故等対処設備

の施設（第５４条第１項関係及び第５４条第２項関係）に影響のないことを確認した。
・今回の原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，原子炉格納容器電気配線貫通部の配置に変更はなく，重大事故等対処設備を

施設する設計方針に変更がないことから，技術基準の適合性に影響を与えない。
・既工事計画から設計を変更するものではないが，重大事故等対処設備の施設に係る設計に影響がないこと（適合していること）を

確認する必要があるため，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。
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